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【申請期間】 令和５年７月１０日（月） ～ ８月９日（水）【当日消印有効】 

【申請方法】 郵送受付のみ 

  【送付先】  〒７６０－８５１５ 高松市番町二丁目２番２号 

高松市中小企業等省エネ化・コスト削減機器等導入事業補助金事務局

（高松商工会議所）  

※必ず簡易書留等、ご自身で送達状況の追跡ができる方法で郵送して

ください。 

【問合せ先】   コールセンター TEL：０８７－８２６－５２１８ 

（９：００～１７：００ 土日祝及び令和５年１２月２９日（金）～

令和６年１月４日（木）を除く） 

  

令和５年 ７月 

令和５年１１月６日一部改正 

高松市産業振興課 
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申請に当たっては、特に次の点にご留意ください。 

 

●提出書類により、コスト削減効果、有効性等の審査を行います（提出された事業計画等の

内容が「補助対象事業」に該当する場合であっても、必ずしも交付対象となるものではあ

りません。）。 

●申請内容について、事務局から確認等を行う場合がありますが、基本的には、ご提出いた

だいた申請書や事業計画書の記載内容、添付書類等を基に書類審査を行うことになります

ので、提出前に十分にご確認のうえ、申請してください。 

●審査の結果、交付決定を予定する申請額の合計総額が、予算総額を超えた場合には、抽選

を行います。 

●令和５年９月中旬～下旬頃を目途に、交付又は不交付を決定します。補助金の交付は、補

助事業終了後（補助事業者が事業を実施(※)し、支出証拠書類等を添えて、実績報告書を

提出し、提出した書類の審査が通った後）となります。実績報告書等の審査が完了した後、

補助金の交付を受けるための請求書を別途、郵送します。 

（※）実施期間：令和５年４月１日（土）から令和５年１２月３１日（日）まで 

●この補助金の補助対象は、上記の「実施期間」中に発生し、支払いが完了した経費であっ

て、証拠書類等により補助対象経費として確認できるものに限られます。例えば、発注書

や契約書、納品書の日付、支払い（通帳に記載された引き落とし日等）の日付のいずれか

が、上記期間外（令和５年３月３１日（金）以前、又は、令和６年１月１日（月）以降）

である場合は、経費の全額が補助対象となりませんので、ご注意ください。 

●同一の事業に対して 、本市又は他の団体から別の補助金等の交付を受けた場合は 、補助対

象外となります。本補助金と別の補助金を同時期に申請することは、他の申請者の妨げと

なるため、ご遠慮ください。 

●香川県が実施する「事業者の未来への投資を応援する総合補助金（未来投資応援補助

金）」と、同一の事業者が同一の内容で採択された場合は、本補助金では採択いたし

ませんので、御留意ください。 

 

その他、交付申請等手引きをよくお読みいただき、注意事項等をご確認の上で、申請をお

願いします。 

 

 

 

 

はじめに 
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Ⅰ 補助事業について 

 

 中小企業等におけるエネルギー価格の高騰等による利益圧縮の程度を緩和し、コロナ禍

からの回復基調にある本市経済の回復の加速化を図るため、省エネルギー化、コスト削減

等につながる機器等の導入に要する経費の一部について、予算の範囲内で高松市中小企業

等省エネ化・コスト削減機器等導入事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するこ

とにより、潜在的に成長志向を有する企業を支援し、もって本市経済の活性化に資するこ

とを目的とします。 

 

２ 補助対象者  

(１) 補助対象者 

高松市内に本社又は主たる事業所（個人事業主の場合にあっては、住民票上の住所）

を有する中小企業者※１又はその他の法人※２であって、次の（ア）及び（イ）のいず

れにも該当する事業者です。 

(ア) 事業収入を得ている者であること 

※創業間もない場合は、下記の条件を満たし、かつ、事業実態（売上、仕入れ等が発生

していること）がある者であること 

① 個人事業主：令和５年３月３１日（金）までに開業届を提出していること 

② 会   社：設立年月日が令和５年３月３１日（金）までであること 

(イ) 今後も事業を継続する意思を有している者であること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事業の目的 
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※１ 中小企業者 

中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に掲げる中小企業者

をいいます。 

 

※２ その他の法人 

中小企業者に該当しない事業者であって、次の（ア）又は（イ）のいずれかを満たす

法人（公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人、社会福祉法人、医

療法人、農業法人、ＮＰＯ法人等）が対象になります。 

(ア) 資本金の額又は出資の総額が３億円未満であること 

(イ) 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は常時使用する従業員の数が

３００人以下であること 

ただし、当該事業者が、組合若しくはその連合会又は一般社団法人の場合にあっては、

その直接又は間接の構成員たる事業者の３分の２以上が個人又は（ア）若しくは（イ）

のいずれかを満たす法人でなければなりません。 

※「資本金の額又は出資の総額」とあるのは、「基本金」を有する法人については「基

本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読

み替えるものとします。 

 

 

 

 

 

 

No 業種分類 定義 

１ 
製造業・建設業・運輸業その他の

業種（下記２～４を除く。） 

資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社

並びに常時使用する従業員の数が３００人以下

の会社及び個人事業主 

２ 卸売業 

資本金の額又は出資の総額が１億円以下の会社

並びに常時使用する従業員の数が１００人以下

の会社及び個人事業主 

３ サービス業 

資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会

社並びに常時使用する従業員の数が１００人以

下の会社及び個人事業主 

４ 小売業 

資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の会

社並びに常時使用する従業員の数が５０人以下

の会社及び個人事業主 
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 (２) 補助対象外となる者 

   次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としません。 

  (ア) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴

力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 

(イ) 事業実施に必要となる許認可を受けていない者又は事業実施に必要な関係法令に

定める要件を満たさない者 

(ウ) 国、法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条第５号に規定する公共法人 

(エ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業（店舗型性風俗特殊営業に

限る。）に係る同条第１３項に規定する「接客業務受託営業」を行う事業者 

(オ) 政党その他の政治団体 

(カ) 宗教上の組織又は団体（ただし、旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条

第１項の許可又は食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第５５条第１項の許可

を受けている組織又は団体であって、宿坊等を運営するものを除く。） 

(キ) 法人格のない任意団体 

(ク) 補助金の交付の申請の日（以下「交付申請日」という。）において高松市指名停

止等措置要綱（平成２４年高松市告示第４０３号）に基づく指名停止措置が講じら

れている事業者 

(ケ) 同一の事業に対して、本市又は他の団体から別の補助金等の交付を受ける者 

(コ) 交付申請日において本市の市税のうち納期限の到来した税額を滞納している者 

(カ) 前各号に掲げる者のほか、市長が補助することが適当でないと認めた者 

 

 

  補助率、補助額は、次のとおりです。 

補助率 補助額 

４／５ ２０万円～８０万円 

 (留意事項) 

・補助対象経費の実支出額の合計額に補助率を乗じて得た額に、１，０００円未満の端数が

あるときは、その端数の金額を切り捨てます。 

・補助対象経費の実支出額の合計額に補助率を乗じて得た額が２０万円を下回る場合は、補

助額は０円となりますので、申請できません（補助対象経費の実支出額の合計が２５万円

（税抜）以上でなければなりません。）。 

 

３ 補助率・補助額  
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  補助対象事業は、エネルギー価格の高騰等の影響を受けている光熱水費、人件費等の経

費（以下「固定費」という。）を削減するための省エネルギー化、再生可能エネルギーの

導入、コストの削減又は生産性の向上につながる機器等を導入する事業とします。 

補助対象事業 具体例 

省エネ化、再エネ導入、コスト削減、

生産性の向上につながる機器等を導入

する事業 

・省エネ、高効率機器の導入（照明の LED 化、

省エネ空調設備・冷蔵庫等） 

・自家消費を目的とした再生可能エネルギー発

電システム、蓄電池システムの導入 

・既存設備の効率化、生産能力の向上に資する

機械設備の導入、システムの導入 など 

(留意事項) 

・市による補助金の交付決定前であって、令和５年４月１日（土）以降に実施された事業に

要した経費であっても、審査の結果、適正と認められれば、補助対象事業となります。た

だし、令和５年１２月３１日（日）までに事業を完了できない場合は、補助金を交付する

ことができません。 

・補助事業の採択に当たり、提出書類によりコスト削減効果、有効性等の審査を実施します

ので、補助対象事業に該当する場合であっても、必ずしも交付対象となるものではありま

せん。 

・同一の事業に対して、本市又は他の団体から別の補助金等の交付を受ける場合は、補助対

象外となりますので、ご注意ください。 

・香川県が実施する「事業者の未来への投資を応援する総合補助金（未来投資応援補助金）」

と、同一の事業者が同一の内容で採択された場合は、本補助金では採択いたしませんので、

御留意ください。 

 

 

 (１) 補助対象となる経費は、次のアからウまでの条件をすべて満たすものとなります。 

  

 

 

 

 

 

 

４ 補助対象事業  

５ 補助対象経費  

 

ア 補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 

イ 令和５年４月１日（土）から令和５年１２月３１日（日）までの期間中に

発生し、支払いが完了した経費 

ウ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費 
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 (２) 補助対象経費及び補助対象外経費の考え方は次のとおりです。 

補助対象経費 補助対象外経費 

① 機械装置費 

② 運搬費 

③ 設備処分費（上限１０万円） 

④ 外注費 

ア 補助事業の目的に合致しないもの 

イ 必要な経費支出関係の書類を用意できないもの 

ウ 令和５年３月３１日（金）以前に、又は、令和６

年１月１日（月）以降に発注契約、納品、支払い

（前払含む。）等を実施したもの 

エ 自社内部の取引によるもの 

オ 販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の

生産・調達に係る経費 

カ オークションによる購入（インターネットオーク

ションを含む。） 

キ 駐車場代や事務所等に係る家賃、保証金、敷金、

仲介手数料、光熱水費 

ク 電話代、インターネット利用料金等の通信費 

ケ 消耗品代 

コ 雑誌購読料、新聞代、団体等の会費 

サ 茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用 

シ 不動産の購入・取得費、修理費（ただし、③設備

処分費に該当するものを除く。）、車検費用 

ス 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会

計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用 

セ 金融機関などへの振込手数料、代引手数料、イン

ターネットバンキング利用料、インターネットショ

ッピング決済手数料等 

ソ 公租公課 

タ 各種保証・保守料 

チ 借入金などの支払利息及び遅延損害金 

ツ 免許・特許等の取得・登録費 

テ 商品券・金券の購入費、仮想通貨・クーポン・

（クレジットカード会社等から付与された）ポイン

ト・金券・商品券（プレミアム付き商品券を含

む。）での支払い、小切手・手形・電子記録債権、

ファクタリングでの支払い、相殺による決済 
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ト 自社の役員報酬、人件費（アルバイト代、派遣料

含む） 

ナ 各種キャンセルに係る取引手数料等 

ニ 補助金申請書類・実績報告書等の作成・送付・手

続に係る費用 

ヌ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念

上、不適切と認められる経費 

※１ 補助対象経費の詳細については、別紙「補助対象経費の詳細」を必ずご覧ください。 

※２ 外注費に、補助対象外経費を含めることは認められません。 

 

 (３) 補助対象経費全般に関する留意事項 

・消費税及び地方消費税は補助対象となりませんので、補助対象経費は税抜きの金額となり

ます。 

・外注を行う場合は、外注内容、金額等が明記された契約書等を締結し、外注する側である

補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。 

・補助事業に関する書類は、補助事業の完了の日の属する市の会計年度（令和５年度）の終

了後から５年間は、補助事業以外の書類と区分し、見積書、発注書、納品書、請求書、支

払いの証拠書類といった順に、取引の流れに添って保管してください。 
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Ⅱ 申請手続等 

 

(１) 受付期間 

    令和５年７月１０日（月）から令和５年８月９日（水）【当日消印有効】まで 

(２) 申請方法 

   郵送のみ 

(３) 提出先（郵送先） 

   

 

（提出上の留意事項） 

・本補助金の申請は、１事業者につき１回限りとします。 

・書類到着の確認等の問合せには応じられませんので、簡易書留など、ご自身で送達状況の

追跡ができる方法で郵送願います。なお、送料は申請者側でご負担ください。 

・封筒の裏面には差出人の住所、氏名を必ず記載してください。 

・提出いただいた書類・添付物等は、返却できません。 

 【申請様式の入手方法】 

 申請様式は、下記高松市ホームページＵＲＬからダウンロードしてください。 

高松市ホームページ URL： 

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/jigyosha/shien_josei/syouko_syouene.html 

※ホームページからの入手が困難な場合は、様式を市役所７階産業振興課、高松商工会議所、

高松市中央商工会、高松市牟礼庵治商工会にて配布します（配布場所ではお問合せに対応

しておりませんので、ご質問等はコールセンターへお願いいたします。）。 

【問い合わせ先】  

 

 

 

 

 

 (４) 申請書類 

    次の(ア)から(ウ)までに注意し作成してください。 

  (ア) 提出書類の用紙サイズは全てＡ４判で統一（Ａ４判より小さい書類はＡ４判用紙

に貼付／見積書・領収書等はＡ４判用紙にコピーしたものを提出）してください。 

(イ) 所定書類のほかにも、詳細の確認のため必要な資料の提出を求めることがありま

す。 

１ 申請手続  

 ＜宛先＞ 〒７６０－８５１５ 高松市番町二丁目２番２号 

 高松市中小企業等省エネ化・コスト削減機器等導入事業補助金事務局(高松商工会議所）宛 

二次元バーコード 

高松市中小企業等省エネ化・コスト削減機器等導入事業補助金コールセンター 

 電話番号 ０８７－８２６－５２１８ 

開設期間 令和５年７月３日（月）から令和６年３月１日（金）まで 

受付時間 ９：００～１７：００ 

（土日祝及び令和５年１２月２９日（金）～令和６年１月４日（木）を除く） 
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(ウ) 書類は全て片面印刷(ホチキス止めはしない)で、次の必要書類を①から順に重ね

てご提出ください。 

必要書類 摘要 

① 
高松市中小企業等省エネ化・コスト削減機器

等導入事業補助金交付申請書（様式第１号） 

日本標準産業分類（中分類）一覧は、

P１２を参照のうえ、記入してくださ

い。 

② 事業計画書（様式第２号） 

「４ 補助対象経費」の金額は、見積

書等（申請時点で支払済みの経費の場

合は領収書）に基づく税抜金額を、公

募要領（P６）の補助対象経費全般に

関する留意事項を参照の上、記入して

ください。 

③ 誓約書（様式第３号） 
申請者名を自署した原本を御提出くだ

さい。（コピー不可） 

④ 
補助対象経費の見積書の写し又は当該見積り

の額を確認することのできる書類 

※１ 各経費の確認書類について及び

※２ ２者以上の見積りが不要となる

場合についてを参照してください。 

⑤ 

補助対象経費を支払ったことを確認すること

のできる書類（要綱第４条第２項の規定に該

当するものとして、これを補助対象事業とし

て申請する場合であって、既に当該補助対象

経費の支払いが完了しているものに限る。） 

※１ 各経費の確認書類についてを参

照してください。 

⑥ 

事業計画書に記載された取組内容を補足する

ための具体的な内容を確認することのできる

書類 

仕様書、図面、写真、構造や技術・メ

カニズム等の技術説明書等を添付して

ください。 

⑦ 
履歴事項全部証明書等（申請者が個人の場合

にあっては住民票の写し） 
発行後３か月以内のものに限ります。 

⑧ 
税務署の受付印のある直近の確定申告書等の

写し等（申請者が個人の場合に限る。） 
下記※３ 事業実態の確認書類につい

てを参照してください。 

⑨ 
直近１期分の貸借対照表及び損益計算書等

（申請者が法人の場合に限る。） 

⑩ 本市の市税に係る滞納無証明書 発行後３か月以内のものに限ります。 

⑪ 
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認

める書類 
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※１ 各経費の確認書類について 

（１） 事業計画書上の｢４ 補助対象経費｣に記載した全ての経費の見積書等(写し)を提

出してください。 

（２） ただし、申請時点で支払済みの経費については、見積書等(写し)と領収書(写し)

の両方を提出してください。 

（３） 見積書等については、次の（ア）から（ウ）までの事項を確認してください。 

(ア)  見積書が徴取できない場合には、これに代えて、価格の妥当性が判断できる書

類（ホームページやカタログ等の写し）を添付してください。 

(イ)  １件当たり１００万円(税込)を超える物品又はサービスの発注の場合及び中古

品の購入（金額を問わない）の場合、同等品につき２者以上の見積書を徴取し、

いずれも添付してください。また、同等品であることが確認できる性能等を記載

した書類等を添付してください。 

(ウ)  事業実施後は、「Ⅳ証拠書類詳細」（Ｐ１８～２２）に記載の書類等を市に提

出いただく必要がありますので、見積書等を徴取し、購入の参考とした後も原本

は必ず保管してください。 

 

※２ ２者以上の見積りが不要となる場合について 

交付申請日までに、既に契約を締結している経費（上記（イ）に掲げる１件当たり１００

万円(税込)を超える物品又はサービスの発注の場合及び中古品の購入（金額を問わない）に

限る。）については、２者以上の見積りを不要とします。 

１件当たり

の購入金額 

（税込み） 

１００万円以下の

物品・サービス 

１００万円超えの物品・サービス 

及び中古品（金額を問わない） 

交付申請日までに、既に契

約を締結している 

交付申請日以降に、契約を

締結する 

２者以上 

の見積り 
不要 不要 必要 
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 ※３ 事業実態の確認書類について 

 次の書類を提出してください。 

ＮＯ 提出書類 

中小企業者 
その他 

の法人 会社 
個人 

事業主 

１ 

〇税務署受付印のある直近（令和４年分）の確定申

告書(写し)  

第一表・第二表に加えて、白色申告の場合は収支

内訳書(１・２面)、青色申告の場合は所得税青色

申告決算書(１～４面)を提出してください。 

 

※税務署受付印のある確定申告書がない場合は、受

付印のない確定申告書(写し)に加えて、次の書類

を提出してください。 

①電子申告の場合⇒e-Tax から「メール詳細(受

信通知)」を印刷したもの 

②書面提出の場合⇒国の税務署が発行する「納税

証明書(その２：所得金額の証明)」 

※確定申告の義務がない場合又はその他相当の事由

により提出できない場合は、直近（令和５年度

分）の住民税の申告書類(写し) 

※創業後最初の決算期を迎えていない場合は、税務

署受付印（令和５年３月３１日まで）のある開業

届(写し)  

- 〇 - 

２ 

〇直近１期分の貸借対照表及び損益計算書(写し)又

は直近の事業年度の年間収入が記載された書類

(写し) 

※創業後最初の決算期を迎えていない場合は、法人

設立届出書(写し) 

※いずれも提出できない場合は、根拠法令に基づき

公益法人等の設立について公的機関に認可等され

ていることが分かる書類等(写し) 

〇 - 〇 
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日本標準産業分類（中分類）一覧

01 農業 50 各種商品卸売業
02 林業 51 繊維・衣服等卸売業
03 漁業(水産養殖業を除く) 52 飲食料品卸売業
04 水産養殖業 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業
05 鉱業、採石業、砂利採取業 54 機械器具卸売業
06 総合工事業 55 その他の卸売業
07 職別工事業(設備工事業を除く) 56 各種商品小売業
08 設備工事業 57 織物・衣服・身の回り品小売業
09 食料品製造業 58 飲食料品小売業
10 飲料・たばこ・飼料製造業 59 機械器具小売業
11 繊維工業 60 その他の小売業
12 木材・木製品製造業(家具を除く) 61 無店舗小売業
13 家具・装備品製造業 62 銀行業
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 63 協同組織金融業
15 印刷・同関連業 64 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関
16 化学工業 65 金融商品取引業、商品先物取引業
17 石油製品・石炭製品製造業 66 補助的金融業等
18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 67 保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む)
19 ゴム製品製造業 68 不動産取引業
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 69 不動産賃貸業・管理業
21 窯業・土石製品製造業 70 物品賃貸業
22 鉄鋼業 71 学術・開発研究機関
23 非鉄金属製造業 72 専門サービス業(他に分類されないもの)
24 金属製品製造業 73 広告業
25 はん用機械器具製造業 74 技術サービス業(他に分類されないもの)
26 生産用機械器具製造業 75 宿泊業
27 業務用機械器具製造業 76 飲食店
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 77 持ち帰り・配達飲食サービス業
29 電気機械器具製造業 78 洗濯・理容・美容・浴場業
30 情報通信機械器具製造業 79 その他の生活関連サービス業
31 輸送用機械器具製造業 80 娯楽業
32 その他の製造業 81 学校教育
33 電気業 82 その他の教育、学習支援業
34 ガス業 83 医療業
35 熱供給業 84 保健衛生
36 水道業 85 社会保険・社会福祉・介護事業
37 通信業 86 郵便局
38 放送業 87 協同組合(他に分類されないもの)
39 情報サービス業 88 廃棄物処理業
40 インターネット付随サービス業 89 自動車整備業
41 映像・音声・文字情報制作業 90 機械等修理業(別掲を除く)
42 鉄道業 91 職業紹介・労働者派遣業
43 道路旅客運送業 92 その他の事業サービス業
44 道路貨物運送業 93 政治・経済・文化団体
45 水運業 94 宗教
46 航空運輸業 95 その他のサービス業
47 倉庫業 96 外国公務
48 運輸に附帯するサービス業 97 国家公務
49 郵便業(信書便事業を含む) 98 地方公務

99 分類不能の産業

参考 
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(１) 申請された内容について、審査を行った上で補助金の交付事業者を決定します。審

査完了後、交付決定は、令和５年９月中旬～下旬となる見込みです。 

  ※書面のみの審査となりますので、申請書には、事業の内容と事業計画の強み・長所

（コスト削減効果又は有効性等）をできるだけ具体的かつ詳細に記載し、不備のない

ようご注意ください。 

項目 具体的着眼点 

コスト削減効果 導入（更新）する設備投資により、高いコスト削減効果が期待できるか 

有効性 手法や計画は具体的な成果の発現が期待できるものになっているか 

妥当性 事業費の見積りは妥当か 

(２) 審査の結果、交付決定を予定する申請額の合計総額が、予算総額を超えた場合には、

抽選を行います。 

(３) 審査の結果、補助金の交付を決定した事業者には「交付決定通知書」、それ以外の

事業者には「不交付決定通知書」を郵送します。ただし、補助金の交付を決定する場

合でも、対象外経費が含まれている等の理由により申請額から減額する場合がありま

す。 

(４) 申請総額が予算総額を下回った場合には、追加の募集を実施する場合があります。

その場合は、準備ができ次第、市ホームページにて公表します。 

(５) 補助金は、予算の範囲内で交付するため、採択されることになった場合でも申請額

全てに応じられない場合があります。 

 

 

(１) 補助の対象となる事業は、令和５年４月１日（土）から令和５年１２月３１日（日）

までに実施した事業のみです。令和５年３月３１日（金）以前の事業着手や令和６年

１月１日（月）以降に事業を実施したものは補助の対象となりません（例えば、納品

書等の日付や経費の支払日が、令和６年１月１日（月）以降になっている経費は、補

助対象になりません。）。 

なお、事業の着手は「発注・契約」時となります。また、事業の実施には、発注

書・納品書・請求書等の経費支出関係書類の作成・発行や、経費の支払いも含まれま

す。 

 (２) 補助事業者は、補助事業を変更（軽微な変更を除く。）しようとするときは、高松

市中小企業等省エネ化・コスト削減機器等導入事業補助金変更交付申請書（様式第６

号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければなりません。 

２ 交付決定  

３ 事業実施  
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   (ア) 変更後の事業計画書 

   (イ) 変更の内容を確認することのできる書類 

   (ウ) その他市長が必要と認める書類 

 (３) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、高松市中小企業等省エネ化・コ

スト削減機器等導入事業補助事業中止（廃止）承認申請書（様式第８号）を市長に提

出し、その承認を受けなければなりませんので、事前にご相談ください。 

 

 

市からの交付決定を受けた後、事業が完了した場合には、補助事業が完了した日から起

算して２０日を経過した日又は令和６年１月１９日（金）のいずれか早い日までに、高松

市中小企業等省エネ化・コスト削減機器等導入事業補助事業実績報告書（様式第９号）に、

次に掲げる書類を添えて、提出してください。 

提出書類 摘要 

1 
高松市中小企業等省エネ化・コスト削減機器等

導入事業補助事業実績報告書（様式第９号） 
 

2 事業実績書（様式第１０号） 
欄内に記載しきれない場合は適宜、

行数・ページを追加してください 

3 
補助事業の執行において締結をした契約書、請

書等の写し 

「Ⅳ 証拠書類詳細」を参照してく

ださい。 
4 納品書の写し 

5 
補助対象経費を支払ったことを確認することの

できる書類 

6 

補助事業の成果を確認することのできるもの

（写真撮影が可能なものである場合はその写

真) 

A4 判(A4 判より小さい書類は A4 用

紙にコピーしてください)で統一し

てください 

7 その他市長が必要と認める書類  

なお、物品の納品や工事の完了等の事業の取組及び経費に関する支払い等の全てが完了

している必要があります。 

実績報告時に提出が必要な書類はＰ１８～２２の「Ⅳ証拠書類詳細」を参照してくださ

い。 

 

 

４ 実績報告  
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実績報告書等を審査（必要に応じて実地調査）し、補助金の額を確定しましたら、交付

指令書（様式第１１号）及び請求書様式（高松市会計規則施行規程様式第９号）を送付し

ますので、確認後、速やかに請求書を提出してください。 

   (ア) 補助金は申請者本人の名義の口座にのみ振込が可能です。 

   (イ) 請求書の提出から振込までは２週間程度かかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 補助金の交付  
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Ⅲ その他の留意事項 

 

次の(ア)～(カ)のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り

消すことがあります。その場合、補助金の返還が生じる可能性があります。 

  (ア)  虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。 

  (イ)  補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

  (ウ)  この要綱の規定に違反したとき。 

  (エ)  補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。 

  (オ)  補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。 

  (カ)  (ア)～(オ)に掲げる場合のほか、市長の指示に従わなかったとき。 

 

 

 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支

出について書類を整理し、かつ、当該帳簿及び書類を補助事業が完了した日（補助事業廃止

の承認を受けた場合は、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保存しなければ

なりません。また、この期間は、市から求めがあった際には、いつでも閲覧できるようにし

ておかなければなりません。 

 

 

 補助金により購入した機械等のうち、単価が５０万円（税抜）以上のものは、減価償却資

産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数を経過する

まで、市長の承認を受けないで補助金の交付目的に反してこれを使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはいけません。 

 

 

市が必要と認めるときは、書類等の検査や補助事業の執行状況について実地検査をするこ

とがあります。 

また、補助事業者は、市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けなければな

りません。 

 

 

実施事業の成果等を市内事業者一般の参考に供し、広く事業展開が図られるよう、具体的

な取組内容を活用事例として公表することを予定しています。そのため、採択事業者の方に

対し、実績報告後に市から事業成果（実施事業による効果等）について、当該情報発信に必

１ 決定の取消し及び補助金の返還  

２ 書類等の整備  

４ 検査について  

５ 事業成果の報告及び取組内容の公表等について  

３ 財産処分の制限  
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要となる説明や画像素材等、情報提供を追加でお願いすることがあります。 

また、事業実施後の状況について、必要に応じて報告を求めることがあります。なお、申

請等により得られた情報は、当補助金関係業務以外に使用することはありません。 
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Ⅳ 証拠書類等 

 

各補助対象経費の支出が適正に行われているかを確認するために、実績報告時に以下の

(１)～(７)の段階ごとの証拠書類を提出する必要があります。 

※ (１)～(７)の証拠書類については、補助事業の実施期間である令和５年４月１日（土）

から令和５年１２月３１日（日）までの日付順に並び替えて、提出してください。 

※ 提出の際は、全て写しを添付してください。 

 

 (１) 見積り 

購入・発注をする物品やサービスなどの内容、費用を事前に確認した書類 

（例）見積書・料金表・価格や内容が掲載されている商品などのホームページやカタロ

グ等の写しなど 

※見積書とは、物品やサービスなどの取引先を選ぶために必要となる書類です。 

※見積書は、申請書又は交付決定通知書に記載のある補助事業者名（法人：法人名、個

人：個人名（屋号））を宛名として徴取する必要があります。 

① １件当たり１００万円（税込）以下の発注にあたっては、１者からの見積書を徴取

してください。 

※見積書が徴取できない場合には、価格の妥当性が判断できる書類（ホームページやカ

タログ等の写し）を提出してください。 

② １件当たり１００万円（税込）を超える発注にあたっては、同等品について２者以

上の見積書を徴取し、より安価な発注先（委託先）を選んでください。ただし、発注

（委託）する事業内容の性質上、２者以上から見積書の徴取が困難な場合は、該当企

業等を契約の相手方とする理由書を提出してください。 

③ 中古品の場合は金額にかかわらず、同等品について２者以上の見積書を徴取してく

ださい。その場合、同等品であることが確認できる性能等を記載した書類等を添付し

てください。 

④ 申請時点で支払済みの経費については、見積書等(写し)と領収書(写し)の両方を提

出してください。 

⑤ 交付申請日までに既に契約を締結している経費（１件当たり１００万円(税込)を超

える物品又はサービスの発注の場合及び中古品の購入（金額を問わない）に限る。）

については、２者以上の見積りを不要とします。 

 

 

 

１ 証拠書類 
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区分（１件当たり） 
２者以上の 

見積り 
備考 

１００万円以下の物品・サービス 不要 １者の見積書※が必要 

１００万円超えの物

品・サービス及び中古

品（金額を問わない） 

交付申請日までに、既

に契約を締結している 
不要 

１者の見積書※及び領

収書が必要 

交付申請日以降に、契

約を締結する 
必要  

※見積書が徴取できない場合には、価格の妥当性が判断できる書類（ホームページやカ

タログ等の写し）を提出すること 

(２) 発注・契約 

物品やサービスなどを発注・契約したことが確認できる書類 

（例）発注書・契約書・申込書・発注日が確認できる注文した際のファクシミリ又は電

子メール、注文履歴のプリントアウト（インターネット取引の場合でも必要です）、相

手からの受注確認書など 

※発注書とは、物品やサービスなどを購入する際の注文書類です。 

※発注書・契約書は、申請書又は交付決定通知書に記載のある補助事業者名（法人：法

人名、個人：個人名（屋号））を依頼元として発注・契約する必要があります。 

※外注を行う場合は、外注内容、金額等が明記された契約書等を締結し、外注する側で

ある補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。 

(３) 納品・完了・検収 

物品やサービスなどを受け取った、又は完了したことが確認できる書類 

（例）納品書・完了報告書など 

※納品書とは、発注・契約内容と受け取った商品・サービスが一致しているか、また納

品された期日を確認するための書類です。 

※納品書は、申請書又は交付決定通知書に記載のある補助事業者名（法人：法人名、個

人：個人名（屋号））を依頼元として徴取する必要があります。 

(４)  請求 

物品やサービスなどの代金を請求されたことが確認できる書類 

（例）請求書・請求日が確認できる請求を受けた際のファクシミリ又は電子メール・請

求履歴のプリントアウト（インターネット取引の場合でも必要です。）等 

※請求書とは、物品やサービスなどを納品した対価として取引先が代金を請求する書類

です。 

※請求書は、申請書又は交付決定通知書に記載のある補助事業者名（法人：法人名、個

人：個人名（屋号））を依頼元として徴取する必要があります。 
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(５)  支払い 

物品やサービスなどの代金の支払い確認が可能な資料 

※支払いが事業実施期間内でないと補助対象として認められません。 

（例えば、口座引落しの場合、口座から引き落とされた日が、事業実施期間を越えてい

る支払いについては、全額補助対象となりませんので、注意してください。） 

※暗号資産、割引券その他これに類するもの、金券、商品券又は小切手若しくは手形

（いずれも他人が振り出したものに限る。）で支払を行った経費は、補助対象経費に

算入しません。 

※支払いは、申請書又は交付決定通知書に記載のある補助事業者名(法人：法人名、個

人：個人名（屋号））で行う必要があります。 

(ア) 銀行振込（原則） 

補助対象経費の支払方法は銀行振込が原則です。実績報告の際に、以下のいずれか

の証拠書類を提出してください。 

①銀行振込明細書[利用明細]（写し） 

②振込金受取書（写し） 

③通帳の該当ページ及び口座名義が確認できるページ（写し） 

④ネットバンキングの記録のプリントアウト等 

※振込は、必ず申請書や交付決定通知書等に記載の補助事業者名（法人：法人名、個

人事業者：個人名）の口座で振込みしてください。補助事業者が法人であるのに個

人口座や、他の法人名義の口座で振込みをしている場合などは、補助対象と認めら

れませんので注意してください。 

※振込手数料は、補助対象外です（振込手数料分を値引きする等がないようにしてく

ださい。）。振込手数料は、必ず、補助事業者が負担してください。 

  (イ)  現金払い（１０万円（税抜）以下の支払いのみ） 

１取引当たり１０万円（税抜）を超える支払いについては、現金払いは認められま

せん。実績報告の際に、領収書の写しを提出してください。 

 (ウ) クレジットカードによる支払い（１回払いのみ） 

    クレジットカードでの支払いの場合、実績報告の際に、以下の①～④の証拠書類の

写しを全て提出してください。なお、１回払いのみ認めます。  
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 証拠書類 備考 

① 領収書の写し 

・法人の場合は宛名が法人名のもの。クレジット

払いであること及び金額の内訳が明記されてい

るもの。 

・クレジット払いであることが明記されていない

場合、クレジットカード利用時に発行される

「お客様売上票（お買上票）のお客様控え」を

添付してください。 

・金額の内訳が明記されていない場合、レシート

等の内訳が分かるものを添付してください。見

積書及び納品書で、内訳が確認できればレシー

ト等の添付は不要です。 

② 

カード会社発行の「カ

ードご利用代金明細

書」 

・インターネットによる明細を印刷したものでも

構いません。 

・補助対象経費の金額と、利用額の合計金額が分

かる箇所を提出してください。 

・他の書類と同様に、必ず実績報告提出期日まで

に提出しなければなりません。カード会社から

の郵送が月末になる場合などは注意してくださ

い。 

③ 
クレジットカード決済

口座の通帳の該当部分 ・口座からの引き落とし（支払日）が事業実施期

間内に完了している必要があります。 
④ 

通帳の口座名義が確認

できる部分 

  ※カードでの支払いは、必ず申請書や交付決定通知書等に記載の補助事業者名（法

人：法人名、個人事業者：個人名）のカードで決済してください。 

※補助事業者が法人であるのに個人口座のカードや、他の法人口座のカードで決済し

ている場合などは、補助対象と認められませんので注意してください。 

(６) その他支出内容が分かる資料 

機器・備品類の導入に、設置工事等を伴う場合は、「補助事業を実施したことが確認

できる写真」、「その支出内容が分かる資料」を添付してください。 

(７)  インターネット取引（ＥＣサイト等のネット通販サイトなど）の証拠書類 

インターネット取引の場合は、以下の証拠書類の提出が必要です。 

① 注文完了画面又は電子メールのプリントアウトしたもの 
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② 納品書（商品に同封されているものや、インターネット取引サイトの注文履歴画面

等からプリントアウトしたもの） 

※納品書が提出できない場合は、インターネット取引サイトの発送完了画面又はメー

ル（お届け先住所により補助事業者の住所が確認できる画面）及び配送伝票の写し 

③ 支払いの証拠書類 

（５）支払いの（ア）、（イ）、（ウ）で提出が必要とされている書類 

※クレジットカードで支払いの場合は、インターネット取引の注文完了画面等でクレ

ジットカード決済であることが分かる画面のプリントアウトも提出してください。 

④ （６）で提出が必要とされている書類 

 


